
（
お
知
ら
せ
）

（３月１日現在）

（納期限：5月31日㈫）

●軽自動車税

5月29日㈰  午前9時～午後4時
納税課（市役所2階1番窓口）

日曜納税窓口

全期

 人口 103,645人 （前月比△129）
 男 49,501人 （同△46）
 女 54,144人 （同△83）
 世帯 44,754世帯 （同△18）

 転入 186人 転出 257人
 出生 67人 死亡 125人

2 月中のひとの動き

 5 月 の 納 税

お
知
ら
せ

悩
み
ご
と
無
料
相
談

と
き　

月
・
水
・
金
曜
日
午
前
10

時
〜
午
後
５
時
（
祝
日
除
く
）

と
こ
ろ　

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
つ
や
ま
（
津
山
圏
域
雇
用

労
働
セ
ン
タ
ー
内
：
山
下
）

※
裁
判
な
ど
の
実
務
依
頼
を
す
る

場
合
は
費
用
要

問
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
つ

や
ま
☎
35
‐
２
４
３
３

無
料
法
律
・
人
権
相
談
所

と
き　

５
月
６
日
㈮
午
前
10
時
〜

正
午

と
こ
ろ　

岡
山
地
方
・
家
庭
裁
判

所
津
山
支
部
（
椿
高
下
）

相
談
内
容　

土
地
、
相
続
、
登
記
、

金
銭
貸
借
、
離
婚
、
人
権
な
ど

応
談
者　

法
律
相
談
＝
弁
護
士
、

人
権
相
談
＝
法
務
局
職
員

問
岡
山
地
方
裁
判
所
広
報
係
（
岡

山
市
）
☎
０
８
６
‐
２
２
２
‐

６
７
７
１

身
体
障
害
者
巡
回
更
生
相
談

と
き　

５
月
19
日
㈭
午
前
11
時
〜

正
午

と
こ
ろ　

神
南
備
園
（
大
谷
）

相
談
科
目　

肢
体
不
自
由

持
っ
て
く
る
も
の　

印
鑑
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
使
用
中
の
補
装

具
、
年
金
額
の
分
か
る
も
の

申
込
方
法　

障
害
福
祉
課
に
電
話
、

ま
た
は
直
接
申
し
込
む

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
‐
２
０
６
７
、

32
‐
２
１
５
３

「
相
談
」
は
26
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

青
空
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
中
止

次
の
日
程
の
青
空
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
を
中
止
し
ま
す
。

と
き　

５
月
１
日
㈰

と
こ
ろ　

ハ
ピ
ー
マ
ー
ト
東
一
宮

店
（
東
一
宮
）

問
環
境
事
業
課
☎
32
‐
２
２
０
３

農
地
取
得
の
下
限
面
積

耕
作
を
目
的
と
し
た
農
地
を
取

得
す
る
際
の
平
成
28
年
度
の
下
限

面
積
を
決
定
し
ま
し
た
。

下
限
面
積　

30
ア
ー
ル

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
農
業
振

興
課
内
）
☎
32
‐
２
１
５
９

み
ん
な
の
強
み
を
活
か
せ 

〜
安
全
・

安
心
な
社
会
に
一
億
総
活
躍
〜

５
月
は
消
費
者
月
間
で
す
。

近
年
、
高
齢
社
会
の
進
行
や
情

報
通
信
機
器
の
普
及
に
よ
り
、
消

費
者
ト
ラ
ブ
ル
が
複
雑
化
し
て
い

ま
す
。
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
で
は
、
こ
れ
ら
の
相
談
対
応
や

講
座
の
開
催
、
啓
発
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

■
消
費
生
活
パ
ネ
ル
展

と
き　

５
月
20
日
㈮
〜
30
日
㈪

と
こ
ろ　

市
立
図
書
館
（
ア
ル
ネ

・
津
山
４
階
）

問
津
山
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
32
‐
２
０
５
７

道
路
上
に
は
み
出
し
た
枝
木
・

倒
木
の
処
理
の
お
願
い

道
路
上
に
は
み
出
し
た
木
の
枝

や
倒
木
は
、
運
転
者
や
歩
行
者
の

視
界
を
妨
げ
、
危
険
に
さ
ら
す
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

安
全
な
通
行
の
た
め
、
樹
木
の

所
有
者
は
、
伐
採
な
ど
の
処
理
を

お
願
い
し
ま
す
。

※
枝
木
や
倒
木
が
原
因
で
交
通
事

故
が
発
生
し
た
場
合
、
所
有
者

が
事
故
の
責
任
を
問
わ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す

問
管
理
課
☎
32
‐
２
０
８
９

「
相
談
」
は
26
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

津
山
市
新
規
学
卒
者
等
就
職

奨
励
金
の
交
付

市
で
は
、
新
規
学
卒
者
の
市
内

企
業
へ
の
就
職
と
定
住
の
促
進
を

図
る
た
め
、
就
職
奨
励
金
制
度
を

新
設
し
ま
し
た
。

対
象　

次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
人
①
中
学
、
高
校
、
高
専
、

短
大
、
大
学
な
ど
を
卒
業
ま
た

は
中
退
し
た
日
か
ら
３
年
以
内

に
あ
る
②
平
成
28
年
４
月
１
日

以
降
に
常
用
雇
用
者
と
し
て
市

内
企
業
に
就
職
し
、
１
年
以
上

勤
務
す
る
③
市
内
に
住
所
を
有

す
る

交
付
金
額　

１
人
に
つ
き
３
万
円

（
１
回
限
り
。
津
山
広
域
事
務

組
合
の
就
活
学
生
登
録
を
し
て

い
る
人
に
は
２
万
円
を
加
算
）

※
事
前
に
認
定
申
請
が
必
要
で
す

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
仕
事
・
移
住
支
援
室
（
津
山
圏

域
雇
用
労
働
セ
ン
タ
ー
内
）

　

☎
24
‐
３
６
３
３

経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査

総
務
省
と
経
済
産
業
省
で
は
、

平
成
28
年
６
月
１
日
現
在
で
、
全

国
の
事
業
所
を
対
象
に
、
平
成
28

年
経
済
セ
ン
サ
ス
―
活
動
調
査
を

実
施
し
ま
す
。
調
査
結
果
は
、
社

会
経
済
の
発
展
の
た
め
の
基
礎
資

料
な
ど
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

調
査
対
象
の
事
業
所
な
ど
に
は

５
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
伺
い
ま

す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
協
働
推
進
室
☎
32
‐
２
０
３
２

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金

父
子
・
母
子
家
庭
の
父
母
が
自

立
す
る
た
め
に
、
指
定
さ
れ
た
講

座
を
受
講
修
了
後
、
受
講
料
の
一

部
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

対
象　

市
内
在
住
で
、
20
歳
未
満

の
子
を
扶
養
す
る
父
子
・
母
子

家
庭
の
父
母
で
、
次
の
す
べ
て

に
当
て
は
ま
る
人
①
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
、

ま
た
は
同
等
の
所
得
水
準
②
講

座
の
受
講
開
始
日
現
在
で
、
雇

用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給

付
の
受
給
資
格
を
有
し
て
い
な

い
③
就
労
経
験
や
技
能
な
ど
か

ら
判
断
し
て
、
自
立
支
援
教
育

訓
練
給
付
の
受
給
が
適
切
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
④
過
去
に
当

給
付
金
を
受
給
し
て
い
な
い
⑤

市
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い

※
受
講
開
始
前
に
、
こ
ど
も
課
に

申
請
が
必
要
で
す
。
事
前
申
請

を
し
な
い
で
受
講
し
た
場
合
、

給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
こ
ど
も
課
（
津
山
す
こ
や
か
・

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
32
‐

２
０
６
５

勤
労
者
融
資
制
度

（
自
治
体
提
携
ロ
ー
ン
）

市
が
中
国
労
働
金
庫
と
提
携
し

て
行
う
、
低
利
な
生
活
関
連
資
金

の
貸
付
制
度
で
す
。

対
象　

市
内
に
在
住
し
、
本
人
と

扶
養
家
族
の
生
計
を
維
持
す
る

た
め
の
資
金
を
必
要
と
す
る
勤

労
者
で
、
貸
付
金
の
返
済
が
確

実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
人

融
資
内
容　

限
度
額
＝
１
５
０
万

円
、
融
資
期
間
＝
５
年
以
内

申
込
方
法　

直
接
申
し
込
む

※
融
資
利
率
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
中
国
労
働
金
庫
津
山
支
店
（
林

田
）
☎
22
‐
７
１
６
８

ご
み
の
野
焼
き
は
禁
止
で
す

ご
み
の
野
焼
き
は
、
焼
き
畑
な

ど
の
例
外
を
除
き
、
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
例
外
の
野
焼
き

で
あ
っ
て
も
、
近
隣
の
生
活
環
境

に
支
障
を
き
た
し
た
り
、
周
辺
か

ら
苦
情
が
入
っ
た
り
す
る
場
合
、

行
政
指
導
や
改
善
命
令
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
５

軽自動車税の納付のお願い
　軽自動車税は毎年４月１日現在
の所有者に課税されます。５月は
軽自動車税の納付月です。忘れな
いよう、納期限までに納付しまし
ょう。
納期限　５月31日㈫
税 率変更　税制改正により、軽自
動車税の税率が変わります。詳
しくは、５月中旬以降に届く納
税通知書に同封のチラシまたは
口座振替通知書をご覧ください
※ これまで、口座振替で納めてい
た人には振替済通知書を送付し
ていましたが、今年度から軽四
輪などの車検制度がある車種の
み送付します。（原付など、車
検制度が無い車種については、
通帳記帳により納税をご確認く
ださい）
身体・精神に障害のある人の軽自
動車税減免制度
　障害の等級により軽自動車税が、
減免になる場合があります。申請
方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。
減免の申請期限　５月31日㈫
  税制課（市役所２階２番窓口）☎3
2-2017、各支所・出張所担当課

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）
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